
「足立区ＬＧＢＴガイドライン」訂正表 

令和３年７月２日 

 

 「足立区ＬＧＢＴガイドライン」（令和３年３月発行）について、一部説明に不十分な点や正確性を欠く

表現がございました。深くお詫び申し上げます。 

当事者の皆様の声や思いを受けとめ、多くの方々の理解が得られるガイドラインとするため、以下のと

おり訂正いたします。 

 

該当箇所 内容 

Ｐ1 
１ ガイドライン策定の趣旨 

本文中上から６行目 

【訂正前】ハラスメントを排除する 

【訂正後】ハラスメントも排除する 

Ｐ1 

１ ガイドライン策定の趣旨 

本文中上から９行目から１１

行目 

【訂正前】実際に国内の民間企業・団体等が行った調査によれば

「自らの性に違和感がある」「同性に対して恋愛感情

を持っている」などの回答をした人が、約１０．０％

にのぼるという結果も出ています。 

【訂正後】国内の民間企業・団体等が行った調査によれば「自ら

の性に違和感がある」「同性に対して恋愛感情を持っ

ている」などの回答をした人が、約１０．０％にのぼ

るという結果も出ています。他にも、無作為抽出によ

る調査では、性的マイノリティは約３．０％との結果

も出ています。 

Ｐ3 （１）性の４要素とは 

「１ 法律上の性」の説明を訂正。 

【訂正前】身体的特徴によって、ある程度客観的に判断されるも

の 

【訂正後】戸籍や住民票に記載された性別（※注意 1） 

「３ 恋愛対象（性的指向）」の説明を訂正。 

【訂正前】恋愛感情が主にどの性別に向いているか 

【訂正後】恋愛感情や性的関心が主にどの性別に向いているか 

「（１）性の４要素とは」の項目末尾（「（２）ＬＧＢＴとＳＯＧ

Ｉ」の上）に以下を追記。 

※注意 1：戸籍や住民票に記載された性別は、出生届出書が受理

された場合のほか、家庭裁判所の審判により変更され、記載され

ることがあります。 

Ｐ12 コラムタイトル 
【訂正前】大学院でのアウティングを苦にした自殺事件 

【訂正後】大学院でのアウティングをきっかけとした転落死 

Ｐ14 
不適切な対応の例 

枠内下から１行目 

「→ 性的指向や性自認を決めるのは本人です！」の文末に以下

を追記。 

（性的指向・性自認は周りの人が押し付けたり、決めつけたりす

るものではありません。） 

Ｐ20 
（４）その他の相談窓口 

男性電話相談 

【訂正前】男性電話相談 

【訂正後】男性電話相談（DV 相談） 


